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聖籠町介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３０年３月１６日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町条例第１０号 

聖籠町介護保険条例の一部を改正する条例 

聖籠町介護保険条例（平成１２年聖籠町条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

第７条第１項中「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平

成３２年度」に改め、同項第１号中「３８，４００円」を「３９，６００円」

に改め、同項第２号及び第３号中「５７，６００円」を「５９，４００円」に

改め、同項第４号中「６９，１２０円」を「７１，２８０円」に改め、同項第

５号中「７６，８００円」を「７９，２００円」に改め、同項第６号中「９２，

１６０円」を「９５，０４０円」に改め、同項第７号中「９９，８４０円」を

「１０２，９６０円」に改め、同項第８号中「１１５，２００円」を「１１８，

８００円」に改め、同項第９号中「１３０，５６０円」を「１３４，６４０円」

に改め、同条第２項中「平成２７年度から平成２９年度までの各年度」を「平

成３０年度」に、「３４，５６０円」を「３５，６４０円」に改める。 

第１８条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とし、同条第２項中第３号

を削り、第４号を第３号とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の聖籠町介護保険条例第７条の規定は、平成３０年度分の保険料か

ら適用し、平成２９年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例に

よる。 


